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視聴覚検診委託先における調査書類の所在不明について 

 

１ 概要 

横浜市が小児療育相談センター（運営：社会福祉法人 新生会）に委託して行っている視聴覚

検診（４歳児が対象）に使用する調査書類について、５月 27 日現在で所在不明となっているこ

とが判明しました。この書類は、Ａ幼稚園（保土ケ谷区）が保護者から回収して、小児療育相談

センターあてに郵便で送付したものです。 

２ 不明になっている書類 

視聴覚検診の調査票 ４歳児クラス 61人分 

  ※調査票に記載されている個人情報 

   園児及び保護者氏名、住所、電話番号、園児の性別・生年月日、調査内容 

  （調査票は、保護者の方が簡単な眼や耳のテストを行った結果と、日ごろの状況を記入するも

のです。） 

３ 経過 

５月７日 小児療育相談センターが調査票の提出状況を確認したところ、Ａ幼稚園分の調査票が

ないことがわかりました。 

   ８日 小児療育相談センターの担当者が幼稚園に確認したところ、４月 28日に郵送したとの

ことでした。小児療育相談センター内を探しましたが、発見できませんでした。その後、

保土ケ谷郵便局に不着郵便の調査を依頼しました。 

  ～26日 小児療育相談センターから、この間保土ケ谷郵便局に状況を確認していました。 

  27 日 改めて保土ケ谷郵便局に確認したところ、同日現在発見されていません。同日、小児

療育相談センターからこども家庭課に調査書類の所在不明の報告がありました。   

４ 業務委託先 

  小児療育相談センター（運営法人：社会福祉法人 新生会  理事長 飯田 進） 

所在地：横浜市神奈川区西神奈川１－９－１ 

５ 事故の原因 
  本件については、普通郵便で発送したもので、配達等の記録がないため、原因については現在

のところ不明です。 

６ 今後の対応 

 (1) 保護者への対応 

   ５月 29日に、保護者あての謝罪文書を幼稚園を通じてお渡ししました。また、今後説明会を

開催し、書類が不明になった経過とお詫び、今後の検診の実施方法を説明します。 

 (2) 再発防止に向けた対策 

    幼稚園や保育園からの調査票の回収方法について、今後は配達の記録が残るよう、回収の方

法を改善します。 

（裏面あり） 
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視聴覚検診について 

 １ 検診の方法 

   すべての４歳児を対象に書面審査によるスクリーニングを行い、視覚や聴覚について二次検

査が必要な方に対して、検査機器等も使用した医学的な検査を行っています。 

 

 ２ 検診の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ３ 調査票 

 

・園が保護者に調査票を配布 

・保護者がお子さんに簡単な検査を実施し、その結果と日常の状況を調査票に記入 

・園に調査票を提出 

・園がお子さんの園での状況を調査票に記入 

・小児療育相談センターに調査票を提出 

・小児療育相談センターが調査票を審査 

・二次検査が必要なお子さんを抽出し、検査を実施 
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